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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第22期

中間連結会計期間
第23期

中間連結会計期間
第22期

会計期間
自2024年８月１日
至2025年１月31日

自2025年８月１日
至2026年１月31日

自2024年８月１日
至2025年７月31日

売上高 （千円） 6,461,850 6,911,014 13,562,102

経常利益 （千円） 362,046 244,567 765,093

親会社株主に帰属する中間（当期）

純利益
（千円） 235,166 128,649 412,428

中間包括利益又は包括利益 （千円） 235,003 128,495 409,153

純資産額 （千円） 3,980,905 4,241,001 4,155,054

総資産額 （千円） 10,998,614 12,227,769 11,411,573

１株当たり中間（当期）純利益 （円） 44.22 24.19 77.54

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益
（円） － － －

自己資本比率 （％） 36.2 34.7 36.4

営業活動によるキャッシュ・フロー （千円） 947,539 187,398 1,908,894

投資活動によるキャッシュ・フロー （千円） △351,491 △1,127,353 △833,876

財務活動によるキャッシュ・フロー （千円） △365,054 964,024 △436,235

現金及び現金同等物の中間期末（期

末）残高
（千円） 1,826,413 2,258,307 2,234,187

（注）１．当社は中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

 

 

２【事業の内容】

　当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更

はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当中間連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事

業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

 

（１）財政状態及び経営成績の状況

① 経営成績

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善が続く一方、物価上昇による個人消費の抑制

などから、依然として不透明な状況が継続しております。企業部門では、設備投資に持ち直しの動きが見られたも

のの、海外経済の減速懸念や為替変動によるコスト上昇など、先行きに対する警戒感が残りました。ブライダル市

場においては、結婚式需要は概ね安定して推移したものの、消費者の節約志向や披露宴規模の縮小傾向がみられる

など、費用面で慎重な判断が強まっています。また、写真・動画を重視したプランや、カスタマイズ性の高い少人

数婚など、ニーズの多様化も引き続き進んでいます。

　こうした環境下、当中間連結会計期間においても、食材費やエネルギー価格の高止まり、最低賃金の引き上げな

どによるコスト増は継続しており、業界全体として収益性への影響が続いています。一方で、当社グループでは、

業務効率の改善や仕入コストの見直し、サービスの付加価値強化といった取り組みを進めることで、収益性の維

持・改善に努めています。また、ウエディングの需要そのものは安定的に推移しており、お客様のニーズの多様

化・個別化が進む中、当社グループは経営理念「それぞれの新郎新婦にとって最高の結婚式を創る」のもと、一組

一組のお客様に寄り添い、質の高い結婚式の提供に努めております。

　当中間連結会計期間における挙式・披露宴の実施組数は1,593組（前年同期比3.3％増）となり、想定を若干下

回ったものの、好調な婚礼単価によって売上高は概ね計画通りに進捗いたしました。一方、コスト面では引き続き

原価率の上昇に加え、人件費や店舗修繕費、備品消耗品費などが計画を上回る水準となり、業務効率化とコスト構

造の見直し等の施策を進めているものの、当初計画した利益水準の確保には至りませんでした。

　しかしながら、当中間連結会計期間の受注数は1,972件（前年同期比15.1％増）を獲得し、当第二四半期連結会

計期間においても、過去最高の獲得数となりました。今後の業績成長に向け、着々と進展しております。

　その結果、当中間連結会計期間における売上高は6,911,014千円（前年同期比7.0％増）、営業利益258,080千円

（前年同期比25.5％減）、経常利益244,567千円（前年同期比32.4％減）、親会社株主に帰属する中間純利益

128,649千円（前年同期比45.3％減）となりました。

　なお、当社グループの売上高の98％以上が当社単体の売上高により構成されており、当社単体に関する説明を記

載しています。また、当社グループはウエディング事業の単一セグメントであり、セグメントごとの記載をしてお

りません。

 

② 財政状態

（資産）

　当中間連結会計期間末の資産合計は、12,227,769千円（前連結会計年度末比816,195千円増）となりました。こ

れは主に、有形固定資産（前連結会計年度末比732,920千円増）が増加したことによるものであります。

 

（負債）

　当中間連結会計期間末の負債合計は、7,986,767千円（前連結会計年度末比730,249千円増）となりました。これ

は主に、未払法人税等（前連結会計年度末比111,010千円減）及び未払消費税等（前連結会計年度末比175,132千円

減）が減少したものの、短期借入金（前連結会計年度末比607,713千円増）、１年内返済予定の長期借入金（前連

結会計年度末比153,296千円増）及び長期借入金（前連結会計年度末比245,527千円増）が増加したことによるもの

であります。

 

（純資産）

　当中間連結会計期間末の純資産合計は、4,241,001千円（前連結会計年度末比85,946千円増）となりました。こ

れは主に、利益剰余金（前連結会計年度末比86,100千円増）が増加したことによるものであります。
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（２）キャッシュ・フローの状況

　当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ

24,120千円増加し、2,258,307千円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は以

下のとおりであります。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は、187,398千円（前中間連結会計期間は947,539千円

の収入）となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益を235,624千円及び減価償却費を357,788千円計上し

た一方、未払消費税等の減少額を175,007千円及び法人税等の支払額を195,858千円計上したことによるものであり

ます。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は、1,127,353千円（前中間連結会計期間は351,491千

円の支出）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1,102,207千円によるものであります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間において財務活動の結果得られた資金は、964,024千円（前中間連結会計期間は365,054千円

の支出）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出641,177千円により資金が減少した一方、長期

借入れによる収入1,040,000千円及び短期借入金の純増額607,713千円により資金が増加したことによるものであり

ます。

 

（３）会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

　前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分

析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

 

（４）経営方針・経営戦略等

　当中間連結会計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありませ

ん。

 

（５）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当中間連結会計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更

はありません。

 

（６）研究開発活動

　該当事項はありません。

 

 

３【重要な契約等】

　当中間連結会計期間において、重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 18,400,000

計 18,400,000

 

②【発行済株式】

種類
中間会計期間末現在発行
数（株）
（2026年１月31日）

提出日現在発行数（株）
（2026年３月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 5,709,300 5,709,300

 

東京証券取引所

スタンダード市場

名古屋証券取引所

プレミア市場

 

完全議決権株式であ

り、権利内容に何ら

限定のない当社にお

ける標準となる株式

であります。なお、

単元株式数は100株で

あります。

計 5,709,300 5,709,300 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額
（千円）

資本準備金残
高（千円）

2025年８月１日～

2026年１月31日
－ 5,709,300 － 100,000 － 514,556
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（５）【大株主の状況】

  2026年１月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合(％)

河合　達明 愛知県名古屋市西区 2,672,200 50.24

河合　智行 愛知県名古屋市西区 310,700 5.84

ブラス社員持株会
愛知県名古屋市中村区名駅二丁目36番20

号
193,100 3.63

吉岡　裕之 大阪府茨木市 151,000 2.84

高木　眞之介 東京都港区 84,100 1.58

金室　貴久 東京都板橋区 70,101 1.32

牧　秀光 愛知県日進市 40,000 0.75

山本　文彦 三重県四日市市 39,500 0.74

株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木１丁目６番１号 32,885 0.62

細川　和豊 東京都八王子市 30,200 0.57

計 － 3,623,786 68.13

（注）１．当社は自己株式を390,639株所有しておりますが、上記大株主からは除外しております。

２．持株比率は自己株式を控除して計算しております。

 

（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

    2026年１月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 390,600 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 5,314,300 53,143 単元株式数　100株

単元未満株式 普通株式 4,400 － －

発行済株式総数  5,709,300 － －

総株主の議決権  － 53,143 －

 

②【自己株式等】

    2026年１月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社ブラス
愛知県名古屋市中村区

名駅二丁目36番20号
390,600 － 390,600 6.84

合計 － 390,600 － 390,600 6.84
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２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．中間連結財務諸表の作成方法について

　当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28

号。以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　また、当社は、金融商品取引法第24条の５第１項の表の第１号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第

１編及び第３編の規定により第１種中間連結財務諸表を作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間連結会計期間（2025年８月１日から2026年１月

31日まで）に係る中間連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による期中レビューを受けております。
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１【中間連結財務諸表】

（１）【中間連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度
（2025年７月31日）

当中間連結会計期間
（2026年１月31日）

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,274,466 2,298,600

売掛金 42,932 64,195

商品 99,089 103,085

仕掛品 23,266 24,558

貯蔵品 88,111 80,988

その他 248,609 297,366

貸倒引当金 △7,291 △12,738

流動資産合計 2,769,184 2,856,056

固定資産   

有形固定資産   

建物 12,197,389 12,767,630

減価償却累計額及び減損損失累計額 △7,462,567 △7,698,462

建物（純額） 4,734,821 5,069,167

構築物 1,084,125 1,090,344

減価償却累計額及び減損損失累計額 △790,061 △805,742

構築物（純額） 294,064 284,601

機械及び装置 24,548 29,691

減価償却累計額及び減損損失累計額 △8,558 △10,072

機械及び装置（純額） 15,989 19,619

車両運搬具 34,151 36,614

減価償却累計額及び減損損失累計額 △32,640 △33,360

車両運搬具（純額） 1,510 3,254

工具、器具及び備品 2,164,142 2,306,703

減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,930,248 △2,009,382

工具、器具及び備品（純額） 233,894 297,320

土地 1,029,335 1,029,335

建設仮勘定 373,858 713,096

有形固定資産合計 6,683,474 7,416,395

無形固定資産   

ソフトウエア 45,326 36,009

その他 3,567 3,195

無形固定資産合計 48,894 39,205

投資その他の資産   

差入保証金 717,377 740,749

長期前払費用 89,837 95,121

繰延税金資産 1,094,635 1,072,159

その他 8,016 7,952

投資その他の資産合計 1,909,866 1,915,983

固定資産合計 8,642,235 9,371,583

繰延資産   

開業費 153 129

繰延資産合計 153 129

資産合計 11,411,573 12,227,769
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度
（2025年７月31日）

当中間連結会計期間
（2026年１月31日）

負債の部   

流動負債   

買掛金 305,236 234,022

短期借入金 － ※２ 607,713

１年内返済予定の長期借入金 ※１ 1,115,335  1,268,631

未払金 538,109 499,809

未払費用 140,136 161,286

未払法人税等 195,495 84,485

未払消費税等 206,241 31,109

契約負債 968,506 1,043,925

その他 59,974 85,688

流動負債合計 3,529,035 4,016,670

固定負債   

長期借入金  2,743,461  2,988,988

長期未払金 198,248 134,575

退職給付に係る負債 198,278 208,627

資産除去債務 472,495 522,906

その他 115,000 115,000

固定負債合計 3,727,483 3,970,097

負債合計 7,256,518 7,986,767

純資産の部   

株主資本   

資本金 100,000 100,000

資本剰余金 1,009,817 1,009,817

利益剰余金 3,355,213 3,441,314

自己株式 △309,910 △309,910

株主資本合計 4,155,120 4,241,220

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 △65 △218

その他の包括利益累計額合計 △65 △218

純資産合計 4,155,054 4,241,001

負債純資産合計 11,411,573 12,227,769
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（２）【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】

【中間連結損益計算書】

  （単位：千円）

 
前中間連結会計期間
（自　2024年８月１日
至　2025年１月31日）

当中間連結会計期間
（自　2025年８月１日
至　2026年１月31日）

売上高 6,461,850 6,911,014

売上原価 2,157,110 2,351,189

売上総利益 4,304,740 4,559,824

販売費及び一般管理費 ※ 3,958,519 ※ 4,301,744

営業利益 346,221 258,080

営業外収益   

受取利息 152 2,406

受取賃貸料 27,227 －

その他 3,037 6,389

営業外収益合計 30,417 8,795

営業外費用   

支払利息 14,529 22,259

その他 63 48

営業外費用合計 14,592 22,308

経常利益 362,046 244,567

特別損失   

固定資産除却損 126 8,942

特別損失合計 126 8,942

税金等調整前中間純利益 361,919 235,624

法人税、住民税及び事業税 150,304 84,498

法人税等調整額 △23,551 22,476

法人税等合計 126,753 106,975

中間純利益 235,166 128,649

非支配株主に帰属する中間純利益 － －

親会社株主に帰属する中間純利益 235,166 128,649
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【中間連結包括利益計算書】

  （単位：千円）

 
前中間連結会計期間
（自　2024年８月１日
至　2025年１月31日）

当中間連結会計期間
（自　2025年８月１日
至　2026年１月31日）

中間純利益 235,166 128,649

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 △162 △153

その他の包括利益合計 △162 △153

中間包括利益 235,003 128,495

（内訳）   

親会社株主に係る中間包括利益 235,003 128,495

非支配株主に係る中間包括利益 － －
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（３）【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：千円）

 
前中間連結会計期間
（自　2024年８月１日
至　2025年１月31日）

当中間連結会計期間
（自　2025年８月１日
至　2026年１月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純利益 361,919 235,624

減価償却費 376,116 357,788

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 2,665 10,348

貸倒引当金の増減額（△は減少） △444 5,447

受取利息及び受取配当金 △152 △2,406

支払利息及び社債利息 14,529 22,259

固定資産除却損 126 8,942

売上債権の増減額（△は増加） △2,735 △21,263

棚卸資産の増減額（△は増加） △5,771 1,834

仕入債務の増減額（△は減少） △34,724 △71,213

未払消費税等の増減額（△は減少） 158,992 △175,007

契約負債の増減額（△は減少） 163,806 75,418

その他 △90,859 △43,682

小計 943,467 404,091

利息及び配当金の受取額 152 2,406

利息の支払額 △14,763 △23,241

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 18,683 △195,858

営業活動によるキャッシュ・フロー 947,539 187,398

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △40,274 △40,293

定期預金の払戻による収入 40,274 40,279

有形固定資産の取得による支出 △194,074 △1,102,207

無形固定資産の取得による支出 △4,495 △1,536

差入保証金の回収による収入 429 245

差入保証金の差入による支出 △153,351 △23,841

投資活動によるキャッシュ・フロー △351,491 △1,127,353

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △200,000 607,713

長期借入れによる収入 600,000 1,040,000

長期借入金の返済による支出 △722,688 △641,177

配当金の支払額 △42,366 △42,511

財務活動によるキャッシュ・フロー △365,054 964,024

現金及び現金同等物に係る換算差額 6 50

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 230,999 24,120

現金及び現金同等物の期首残高 1,595,413 2,234,187

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 1,826,413 ※ 2,258,307
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【注記事項】

（追加情報）

　当社契約の従業員用の借上げ社宅の家賃につき、当社は、借主への支払額（従業員負担分含む）を販売費およ
び一般管理費の「地代家賃」で、従業員負担分を営業外収益の「受取賃貸料」に計上しておりましたが、2025年
４月１日に改訂した社内規程により、同日以降生じる借上げ社宅に係る地代家賃と受取賃貸料を相殺表示するこ
ととしました。これは、社内規程の改訂を踏まえ、家賃負担の開示方法の検討を行った結果、相殺表示が、より
会社の実態を表したものであると判断したためです。これにより、従来の方法に比べて、販売費及び一般管理費
が30,432千円減少し、営業利益が同額増加しておりますが、経常利益及び税金等調整前中間純利益に与える影響
はありません。

 

（中間連結貸借対照表関係）

※１　財務制限条項

　当社グループが締結した金銭消費貸借契約には財務制限条項が付されており、決算期末時点の「有利子負

債倍率：有利子負債/｛税引後利益＋減価償却費－（設備投資金額－新規出店に関わる投資額（出店に準ず

るリニューアル投資を含む））｝」が15倍を超えた場合、期限の利益を喪失する可能性があります。

　なお、この契約に基づく借入残高は以下のとおりであります。

 
前連結会計年度
（2025年７月31日）

当中間連結会計期間
（2026年１月31日）

１年内返済予定の長期借入金 25,000千円 －千円

長期借入金 － －

計 25,000 －

 

※２　当座貸越契約

　当社グループにおいては、運転資金及び設備投資資金の効率的な調達を行うため、取引銀行２行と当座貸

越契約を締結しております。この契約に基づく当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりでありま

す。

 
前連結会計年度
（2025年７月31日）

当中間連結会計期間
（2026年１月31日）

当座貸越極度額の総額 300,000千円 1,520,000千円

借入実行残高 － 607,713

差引額 300,000 912,287

 

（中間連結損益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前中間連結会計期間
（自　2024年８月１日
至　2025年１月31日）

当中間連結会計期間
（自　2025年８月１日
至　2026年１月31日）

給与 1,286,301千円 1,419,591千円

広告宣伝費 581,863 617,519

退職給付費用 13,592 15,202

役員報酬 88,145 92,958

法定福利費 179,277 194,248

減価償却費 325,584 318,688

地代家賃 472,238 485,621

修繕費 76,599 76,103

備品・消耗品費 196,817 279,984

貸倒引当金繰入額 △444 5,447
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のと

おりであります。

 
前中間連結会計期間
（自 2024年８月１日
至 2025年１月31日）

当中間連結会計期間
（自 2025年８月１日
至 2026年１月31日）

現金及び預金勘定 1,866,688千円 2,298,600千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △40,274 △40,293

現金及び現金同等物 1,826,413 2,258,307

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前中間連結会計期間（自　2024年８月１日　至　2025年１月31日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）
配当の原資

1株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日

2024年10月30日

定時株主総会
普通株式 42,549 利益剰余金 8 2024年７月31日 2024年10月31日

 

２．基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後とな

るもの

該当事項はありません。

 

３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

 

Ⅱ　当中間連結会計期間（自　2025年８月１日　至　2026年１月31日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）
配当の原資

1株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日

2025年10月29日

定時株主総会
普通株式 42,549 利益剰余金 8 2025年７月31日 2025年10月30日

 

２．基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後とな

るもの

該当事項はありません。

 

３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社グループは、ウエディング事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　当社グループはウエディング事業の単一セグメントであり、顧客等の契約から生じる収益の大部分が挙式・

披露宴施行に伴うものであるため、収益の分解情報の記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

１株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間連結会計期間
（自　2024年８月１日
至　2025年１月31日）

当中間連結会計期間
（自　2025年８月１日
至　2026年１月31日）

１株当たり中間純利益 44円22銭 24円19銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する中間純利益

（千円）
235,166 128,649

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する

中間純利益（千円）
235,166 128,649

普通株式の期中平均株式数（株） 5,318,661 5,318,661

　（注）潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の中間連結財務諸表に対する期中レビュー報告書  

 

2026年３月13日

株式会社ブラス

取締役会　御中

 

有限責任 あずさ監査法人

名古屋事務所

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 山田　昌紀

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 山田　修平

 

 

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ブラス

の2025年８月１日から2026年７月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（2025年８月１日から2026年１月31日ま

で）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連

結キャッシュ・フロー計算書及び注記について期中レビューを行った。

　当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る企業会計の基準に準拠して、株式会社ブラス及び連結子会社の2026年１月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了

する中間連結会計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要

な点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期

中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載され

ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される

規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たし

ている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
 
中間連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間連結財務諸表を作成し適

正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を作成し適正に表示す

るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を

開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間連結財

務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
 
・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続

を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度

の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

 

・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認めら

れると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認め
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られる企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。ま

た、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間連結財務諸表の注

記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間連

結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告

書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性

がある。

・中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠していな

いと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構成及び

内容、並びに中間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められない

かどうかを評価する。

・中間連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人

は、中間連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結

論に対して責任を負う。
 
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見

事項について報告を行う。
 
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合

又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 

以　上

　（注）１．上記の期中レビュー報告書の原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは期中レビューの対象には含まれていません。
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